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年ごとに支給されるｉｌや、

１１！！ｉｌめ・ ｌｌｌ竈にａｉｌした際のＳＩなどが
Ｓ＿ Ｓ■ 回　 ■　　　　　ら
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消火活動や！ズＩＷ９の救助救ｉ活動、

避難誘導など 、１ｔ！１域住Ｒの安・６ ・安■を守る

とい う社会ｉ献に携わるこ とです。

また、様４な職種 ・幅広い世代の方との

交流やつながりを深めることができます。

【消火・ 防災訓練】 【防火指導】
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団員になって良かったと
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災鼈に備える 防！Ｑの知識がき についた こと、

救命Ｍ■に関する知識が４についた こと。

ドロ ーンの操作技術がきについたこ と、

学生消防回活動Ｓ■制度に より 就職活動に

有利であ るこ とですｏ

団員として
どんな活動を
していますか７

Ａ平常時は、消火ｌｌｌ練や防！叉！教育災害時には、消火、救助、
Ｉ避難誘導などを行います。
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松戸市消防ＪＩ提供
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消防団具に
なれるの７
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松ｊ・市ｌ防・

Ａ地域に住む、または働く１８歳以上の方が対象です！
※地域により入団Ｗ件は異なります。詳細は
各Ｓ域の消防団のウェブサイトをご確認ください。
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サイトに掲ｌされているｌ嶌先から消防署など

担当窓口に問い合わせる！

案ｉメ；ｌに従い、入回手続きが完了すれば、

あなたも 「１肖防回貝」に！

消防回や入団に関する詳しい情報は

【１肖ｌｌ回オフィシャルウェブサイト】を
ご覧ください。
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大崎黙假宿１０２９参加

大崎ぢ役場総務課消防防火係

ＴＥＬ： ０９９－４７６－ １１ １１ （鸚線２ １２，２１３）
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「ファミリーサポート」とは、子どもの送迎や預かりなど、
子育ての「サポートを受けたい人」と

「サポーターになりたい人」が会員となり、
有償で子育てを助け合うマッチングの仕組みです。

大崎町女性活躍推進会議では、会議を通じて出てきた
「地域のみんなで子育てできる大崎町にしたい」という
アイデアを具体化するために、大崎町役場と連携をして

ファミリーサポートについてみんなで知る会を開催します！
子育てサポーターとして活動することに

興味のある方のご参加をお待ちしております！

大崎町で
子育てマッチング

ファミリーサポート
をみんなで知る会

日時：2026年2月6日（金）19:00-20:00
場所：マルおおさき（大崎町假宿1130-20）
対象：子育てサポーター（子どもを預かる側）に

　　　　　なることに興味のある方
申込方法：電話またはQRコードよりお申込みください

主催：大崎町女性活躍推進会議（企画政策課共生協働係）
参加申込：　☎ 099-476-1111（内線 221・224）
　　　　　　または右のQRコードより



～　町県民税（住民税）の申告について　～ 

 

令和８年1 月1 日現在，大崎町内に住所のある方は，裏面の日程で町県民税の申告受付を行いますので， 

令和８年3 月16 日までに申告してくださいますようお願いいたします。 

※ 町県民税（住民税）は，所得税とは異なり，無収入の方や非課税年金（障害年金，遺族年金など）のみ受給して 

いる方など，所得のない方でも全員申告する義務があります。 

ただし，無収入の方や非課税年金の受給者は，電話でも受付をしております。 

【申告の必要がない方】 

１　税務署で確定申告をする方 

２　１社からの給与所得のみで，勤務先で年末調整され，給与支払報告書が町に提出されている方  

３　収入が公的年金のみで，その金額が９８万円以下（65 歳以上は148 万円以下）の方 

※ ただし，医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は，申告が必要です。 

 

※ 町県民税の申告書は，申告会場で印刷しますので発送はいたしません。（農業収入のある方は必ず収支計算

書を作成の上，申告会場にご持参ください。） 

 

【申告のときに必要なもの】  

１　マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は，通知カードと運転免許証や健康保険証等） 

２　給与や公的年金等の源泉徴収票 

３　営業・農業・不動産・土地売買などの収入・支出の詳細がわかるもの（収支計算書を作成してください） 

４　令和７年中に支払った国民年金，国民健康保険税，介護保険料，後期高齢者保険料，生命保険，地震保険， 

医療費，寄附金等の領収書又は証明書（国民健康保険税，介護保険料，後期高齢者保険料の証明書は役場又は 

野方支所にて発行できます。国民年金保険料の控除証明については，日本年金機構が『はがき』にて送付しています。） 

５　本人又は扶養される方が障がい者等であることの証明書（障がい者手帳等） 

介護保険の要介護認定（要介護1～５の認定）を受けている方の証明（障がい者控除対象者認定書）は， 

保健福祉課で事前に（即日交付不可）交付を受け，申告会場へご持参ください。 

　６　通帳（確定申告をして，所得税の還付を受けられる方のみ必要） 

 

※　令和７年度住民税において，定額減税補足給付金（不足額給付）については課税所得ではありません。 

 

※ 申告は法律（地方税法317 条の２）により義務付けられています。申告がなされないと，諸官庁，学校， 

金融機関などで証明（所得証明，納税証明等）が必要な場合に，申請があっても証明することができません。また，

国民健康保険税，後期高齢者保険料の所得区分による軽減措置も受けられないのでご注意ください。 

申告の日時・会場等は，裏面をご覧ください。



　　

　　

　 ご利用ください。

   なお、e-Taxによる申告を行う場合には、マイナンバーカード及び暗証番号が必要です。

「確定申告書等作成コーナー」はこちらから⇒

※ 「確定申告書等作成コーナー」（国税庁ホームページ）による自宅等からの確定申告も

※ 町県民税申告に併せて簡易な確定申告も受付しておりますが、青色申告の方、住宅借入金

　 特別控除適用が初回の方、株式等の取引で譲渡所得や配当所得があった方、居住していた

　 住宅を売却し、特別控除を受ける方などは、e-Taxや大隅税務署で確定申告をお願いします。

【問い合せ先】大崎町役場　税務課（町民税係）　電話　476－1111　内線113～115

２月16日（月）

から
　

３月16日（月）

上記期間の平日のみ

令和７年度 町県民税申告の受付が始まります

受付時間：午前９時から午後３時まで

期　日

２月14日（土）

申告会場

野方農村
環境改善センター

菱田農村
環境改善センター

中央公民館
会議室（１階）

※ 今年度より該当集落を設けておりません。ご都合のつく日でご申告ください。

　 中央公民館1階会議室で受け付けております。(※３月16日(月)は午前中のみの受付です。)

QRコードは株式会社デン
ソーウェーブの登録商標
です

２月15日（日）

２月22日（日）



町県民税（住民税）の申告についての注意事項 

～ 令和７年中に農業収入があった方へ ～ 

“領収書の整理や記帳などの確認と収支計算書の作成をお願いします” 

　令和７年中に農業収入があった方は，町県民税の申告時に，その収入金額の証明書や必要経費の

領収書などの保存や記帳が，整理されている必要があります。農業収支計算書が作成されていない

場合，申告は受け付けられませんので，事前に作成していただきますようお願いします。 

また，収入金額から必要経費を差し引く収支計算におきましては，棚卸計算も必要となりますの

で確認・準備方よろしくお願いします。 

なお，使った経費が把握できない場合等は，標準的な収支目安による計算をすることになります。 

申告時に必要な書類 

１　牛の販売があれば，「肉用牛売却証明書」を添付してください。「肉用牛売却証明書」が添 

付されない場合，町県民税・所得税の免税措置を受けることができません。 

２　各経費については，農業用の台帳を作成していただければ台帳にて確認をします。申告時には，

科目別（科目については裏面をご覧ください。）の経費合計をまとめておいてください。台帳を

作成していない場合，経費相当分の領収書が必要となります。その際にも領収書は科目別に仕分

けした上で，経費合計をまとめておいてください。（無人販売所等での売上も、収入として計上

してください） 

３　租税公課は領収証・振替口座の通帳等を基に算出ください。軽自動車の納税証明については，

役場税務課の窓口で発行しています。 

　　※令和５年度から固定資産の納付確認書は発行しておりません。事業の用に供した土地の租税

公課はご自身で算出ください。 

計算方法：納付書と一緒に送付している課税明細書もしくは,名寄せ帳兼課税台帳から算出 

事業に使用した土地・家屋の課税標準額の合計（千円未満切捨）×1.4％ 

⇒　租税公課費（百円未満切捨） 

４　棚卸，減価償却などで欄が不足する方は，様式にあわせて別紙として添付していただいても差

し支えありません。 

５　農協の営農口座取り扱いをされる方は，農協窓口で発行する「購買品取り扱い実績のお知らせ」 

を経費明細として添付されても差し支えありません。 

※ 農業所得金額の算出方法（収支計算）については以下のとおりです。 

収入-｛（（経費+期首の棚卸）-期末の棚卸）- 育成費｝- 専従者控除等 

収支計算：実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する方法。 

収入：販売金額，家事消費(令和７年中は１俵あたり 9,000 円），その他収入等。 

経費：収入を得るのにかかった経費。 

期首の棚卸：前年期末の棚卸資産を繰り越したもの。経費に算入。 

期末の棚卸：年末（１２月３１日）に飼育に要した棚卸資産（子牛や胎子）の年間の経費（種付料

や飼料代等）を累積したもの。必要経費を算定するために，経費から減算。 

育成費：減価償却資産に振り替える目的で育成するものの費用。 

専従者控除等：事業に専従している家族の給与を必要経費として控除すること。 

※農産物や農業用品などの毎年同程度の数量を翌年へ繰り越すものは，棚卸を省略しても差し

支えありません。 
裏面もご覧ください



　　　町県民税（住民税）の申告についての注意事項 

～　令和７年中に農業収入があった方へ　～ 

今回の文書発送で，農業収支計算書を送付しております。 

収支計算書については，皆様の自書申告となっております。確定申告，町県民税の申告について

は，計算済みの農業収支計算書を添付してください。 

※農業収支計算書の主な科目別具体例については以下とおりです。 

※減価償却費の計算方法について 

減価償却費の計算は、届出が無い限りは定額法で行います。定額法は毎年同じ金額を償却する方法です。 

○平成１９年３月３１日以前に取得のもの 

取得価格 × 90％ × 償却率（1÷耐用年数） × 償却期間（月/１２月） × 事業専用割合 

○平成１９年４月１日（法律改正）以降に取得のもの 

取得価格 × 償却率（1÷耐用年数） × 償却期間（月/１２月） × 事業専用割合 

取得時期にかかわらず、未償却残高が１円になるまで償却します。減価償却費の計算は、前年の未償

却残高など複雑なため、不明な点や詳細については、下記までお問い合わせください。 

 

○問い合わせ先　大崎町役場　税務課　町民税係　電話 476-1111（内線 113・114・115）　

  
科　目

番

号
具　体　例

 雇　人　費 8 常雇・臨時雇用人などの労賃および賄費

 小作・賃借料 9 地主に支払う田畑などの借料，農機具等の借料

 減価償却費 10 建物，農機具（１０万円以上），車両，母牛などの農業専用部分の償却費

 
租税公課 イ

固定資産税，自動車税，農協組合費などの農業専用部分の金額 

（所得税，町県民税，国保税，国民年金などは必要経費になりません）

 種　苗　費 ロ 種もみ，苗類，種いもなどの購入費用

 素　畜　費 ハ 子牛，子豚，ひななどの取得費，種付け料

 肥　料　費 ニ 肥料の購入費用

 飼　料　費 ホ 飼料の購入費用　

 農　具　費 ヘ 取得額が 10 万円未満または使用可能期間が 1 年未満の農具の購入費用

 農薬衛生費 ト 農薬の購入費用や航空防除費など（つめ切り代，注射代なども含みます）

 諸材料費 チ ビニール，コンバイン袋，釘，縄，むしろなどの諸材料の購入費用

 修　繕　費 リ 農機具，農用自動車，建物などの修理にかかった費用（農業使用部分のみ）

 動力光熱費 ヌ 電気，水道，ガス，重油，ガソリンなどの燃料費（農業使用部分のみ）

 作業用衣料費 ル 作業衣，地下足袋，軍手などの購入費（農業使用部分のみ）

 農業共済掛金 ヲ 水稲，果樹，家畜などにかかる共済掛金

 荷造運賃手数料 ワ 出荷の際の包装費用，運賃，荷受業者に支払う手数料

 雑　　費 ツ 農業経営上の費用で，他の経費に当てはまらないもの



（住所）　大崎町

（氏名） 　　　

番 タ

号 農　業　分 免税分（牛分） 共　通　分 合　　計 レ

① 経 ソ

収 ② ツ

③ ネ

④ ⑬

期首 ⑤ 費 ナ

入 期末 ⑥ ラ

⑦ ⑭

⑧

⑨ ⑦ - ⑭

⑩ ⑯

⑪ ⑰

経 ⑫ ●販売金額等の内訳

作付面積

イ 飼育頭羽数

ロ 早期米 ａ

ハ 農 普通米 ａ

ニ 産 ａ

ホ 物 ａ

へ ａ

ト ａ

チ 畜 頭羽

リ 産 頭羽

ヌ 物 頭羽

費 ル 合　計

ヲ ●その他の収入の内訳

ワ 金　　額 金　　額

カ

ヨ

※経費は農業分と牛分をそれぞれ分けて記入してください。共通分とは農業分・牛分両方に必要とされた経費です。

金　　　　　　　　　　　　　　額

農業収支計算書（令和  　年分）

専従者控除前所得

専 従 者 控 除 額

農畜産物の

小 計

利 子 割 引 料

　　《その他経費》

小計（⑧～ネの計）

期末棚卸（農産物以外）

科　　　　　目

農産 物の

販 売 金 額

家 事 消 費

その他の収入

品 名 等

諸 材 料 費

修 繕 費

動 力 光 熱 費

作業用衣料費

育 成 費

経 費 計 ⑬ -ナ -ラ

籾摺・乾燥委託料

農作業委託料

期首棚卸（農産物以外）

雑 費

名 称

計 ④ - ⑤ + ⑥

雇 人 費

棚 卸 高

所得金額 ⑮-⑯

家事消費 期末棚卸

素 畜 費

肥 料 費

飼 料 費

⑮

販 売 金 額

小作料・賃借料

減 価 償 却 費

貸 倒 料

租 税 公 課

水 利 費

種 苗 費

名 称

農 具 費

農 薬 衛 生 費

土 地 改 良 費

農業共済掛金

荷 造 運 賃 手 数 料



◎減価償却費の計算
イ ロ ハ ヘ

取得年月 廃棄年月 取得価額
償却の基礎
になる金額

償却方法
耐用
年数

事業専用割合

軽トラック ・ ・ 4 /12

普トラック ・ ・ 5 /12

トラクター ・ ・ 7 /12

コンバイン ・ ・ 7 /12

ハーベスタ ・ ・ 7 /12

バインダー ・ ・ 7 /12

田植機 ・ ・ 7 /12

・ ・ /12

・ ・ /12

・ ・ /12

合　　　　　　計 ⑩

◎販売用牛等の棚卸計算

計
◎母牛･果樹等の育成費の計算

計 ⑮

◎雇用人の内訳

⑧

合　　　　　　計

             Ｅ　　　　　　　　

計

住　　所　（自治公民館） 　氏　　　　名 日　　　　数
現　　　　　物

支　　　　　　給　　　　　　額
現　　　　　金

名　　　　　　称 取得生産年月日
前年からの繰越額

Ａ

本年中の素畜費･
種付料，種苗費

Ｂ

小　　　計

（　Ｂ　+　Ｃ　）

                      Ｃ　　　　　　　　　　　　

本年中の飼料肥料
費 ･ 農 薬 衛 生 費 等

名　　　　　　　称 取得･生産年月 期首棚卸前年からの繰越額 本年中の素畜費・種付料
本年中の飼料費･衛生
費 等 投 下 費 用

期末棚卸翌年への繰越額

○農　○免　○共

Ｄ

○農　○免　○共

                  Ｆ　　　　　　　　　　

翌 年 へ の 繰 越 額
（ Ａ + Ｄ - Ｅ ）

育成中の果樹等から生じた
収 入 金 額

○農　○免　○共

○農　○免　○共

○農　○免　○共

○農　○免　○共

○農　○免　○共

○農　○免　○共

○農　○免　○共

償却資産の名称

ト

使用区分

○農　○免　○共

経費算入額
ホ　×　ヘ

償却期間

ニ

償　却　費
ロ / ハ×ニ

ホ



大崎町青少年活動事業実行委員会主催 

 

　　 

 

 

1 月 26 日～29 日の夜に 

星空観察会を開催します。 

 

 

天体望遠鏡で土星と木星と月を見ながら、宇宙への理解を深めよう 

　 

《開催日》　令和８年１月 26 日・27 日・28 日・29 日（４日間） 

18 時 15 分受付　　18 時 30 分開講 

　　　　　　　星空観察及び講義：18 時 30 分から 20 時 

 

※観察会は毎回ほぼ同じ内容となりますので，都合のいい日・場所に参加してください。 

※筆記用具をご持参ください。 

※防寒衣類等については，各自でご準備ください。 

（雨天・曇天の場合は中止となります。） 

※判断に迷われる場合は、下記までお問い合わせください。 

 

《場　所》　大崎町中央公民館　　　　　　　26 日（月） 

〃　　　 　　　　　　　27 日（火） 

　　　　　大丸地区農業構造改善センター　28 日（水） 

　　　　　野方農村環境改善センター　　　29 日（木） 

 

《対　象》　小学生・中学生（要保護者同伴）・一般の方 

※参加料は無料です。※事前の参加申し込みはいりません。 

　 

※詳細につきましては、大崎町教育委員会 社会教育課までおたずねください。 

電話：476-1111（内線 421・424）　　　担当：中水流・平野

回覧



令和 ７年度

□

Ｓ
『
。
Ｆ

，Ｓ

ＥＩ

８８
大崎ｍ］’議会では、 議会基本条例 （珊－成 ２４ 年１ 万１ １日施行）にあづき

「住Ｒと議会と語る会」を実施いた しま す。

どなたでもご参加いただけます ！お気軽にご参加ください。

開催概要

令　 ８年　 ＪＥｉｌ　１　３　日（金）

‥崎町串八公民館．ホーＪ

χ， ／ｚ
／

議会ってどんな

こと しているの７

１８　：３ ０～　 Ｏ： ００

議会の活動報告、 意見交換等

圭催 ：大 崎ｍＴ議会

問合せ先　大崎町議会事務・

まちのこ とについて

こんな意見や

案がある！

ＴＥ Ｌ： ０９ ９－ ４７ ６－ １１ １１ Ｇり 線３ １０ ・３ １１）

ＦＡＸ： ０９ ９－ ４７ ６－ ３９ ７９ （代表ＦＡＸ）

切りミり

９ＥＲと議会と語る会 １１問／ｔ１１，ＪｉｉｌＭ

当日 はで きるだけ多く のテーマを扱える よう に、 事前に質回や意ＪＩを受け付けており

ます。刄、下の事ＪＩをごＳａ入の上、 大崎ｉ】・議会事務局までご提ｉいただくか、お電話ま

たはＦＡＸにてお知らせく ださい。　※別のＪｉｉｌ紙に書いて提ｉ］１いても受け付けます。

質問提ｉ締９日： 令和８年 １Ｊ≡１ ３　０日 （金）１ ７： ００ まで

お名前

質問｜カ容

（具体的に）

年代 ご連絡先

苞日質問を扱う際に、 お名前を公表 しても良いですか７ はい ．’ いいえ


